
資料３ 

今後の予定 

令和２年 

 

   ２月 

(中旬) 

 

 

   夏頃 

 

 

 

 

 

 

・教員養成部会に報告 

 

 

・教育職員免許法施行規則及び 

教職課程認定基準（教員養成部会決定）の改正 

 

 

 

（※ 大学において準備） 

 

令和３年 

 

 

   ３月 

 

   ４月 

 

 

 

  １２月 

 

「複数の学科等の間において教職

課程を共同で実施する体制」 

 

・変更届の提出 

 

・変更後の教職課程の開始 

「複数の大学の間において教職課程

を共同で実施する体制」 

 

・課程認定申請書の提出 

 

・審査 

 

 

 

・認定 

 

令和４年 

 

   ４月 

  

 

・共同設置した教職課程の開始 

 

 


